
 

（様式１－３） 

南相馬市復興交付金事業計画 復興交付金事業等個票 

平成２４年１１月時点 

※本様式は１－２に記載した事業ごとに記載してください。 

NO. 4  事業名 水産業共同利用施設復興整備事業（水産業共同利用施設） 事業番号 C-7-1 

交付団体 南相馬市 事業実施主体（直接/間接） 南相馬市（直接） 

総交付対象事業費 110,900（千円） 全体事業費 951,900（千円） 

事業概要 

 真野川漁港は、東日本大震災により甚大な被害を受けるとともに、原子力災害の影響により操業

ができない状況である。このような状況の中、今後、３０隻、７０名が操業を計画しており、早急

な復旧が望まれているため、平成２６年度までには、荷捌き施設等操業に最低限必要な施設を整備

し、平成２７年度からの一部操業再開を目指し、平成２７年度には、作業場の整備を行い、本格復

旧を目指す。２５年度は各施設の設計費と附帯施設工事費を要求し、２６年度、２７年度には設計

した施設に対する工事費を計上することとする。 

【水産業共同利用施設の整備計画】 

・海水処理施設（25 年度）  設計費 10,000 千円 

・荷捌き所施設（25 年度）  設計費 18,000 千円 

・作業保管施設（25 年度）  設計費 9,000 千円 

・鮮度保持施設（25 年度）  設計費 9,600 千円 

・作業軽労化施設（25年度） 設計費 6,500 千円 

・附帯施設工事一式（25年度）    8,000 千円 

＜南相馬市復興計画 33 頁＞ 
○農林水産業への支援（農地の再整備、漁業関連施設の整備、生産法人化による産業の再建、経営の複
合化、除塩） 

・地震や津波により被害を受けた漁業関連施設の整備費や共同利用する漁船や漁具の導入費など漁業者
の経営支援に取り組みます。 

 

※当該事業を復興ビジョン、復興計画、復興プラン等に位置付けている場合は、該当箇所及び概要も記載してください 

当面の事業概要 

＜平成 25 年度＞ 設計（海水処理施設、荷捌き施設、作業保管施設、鮮度保持施設、作業軽労化施設）、付帯工事 

＜平成 26 年度＞ 工事（海水処理施設、荷捌き施設、作業保管施設、鮮度保持施設） 

＜平成 27 年度＞ 工事（作業軽労化施設） 

東日本大震災の被害との関係 

被害額は、真野川漁港では係留施設、輸送施設、航路・泊地などの２５施設で約２９億円の損害 

額、漁港海岸では１２施設で約４０億円の損害額が出ている。組合員は１６名減少、漁船は３９隻

減少した。通年で３０隻７０名が操業を計画しており、南相馬市の漁業生産活動を活発にし、もっ

て水産物の安定供給を早期に実現する。 

関連する災害復旧事業の概要 

２５年度 沖防波堤・海岸堤防工事 

２６年度 海岸堤防工事 

※効果促進事業等である場合には以下の欄を記載。 

関連する基幹事業 

事業番号  

事業名  

交付団体  

基幹事業との関連性 

 

 



 

（様式１－３） 

南相馬市復興交付金事業計画 復興交付金事業等個票 

平成２４年１１月時点 

※本様式は１－２に記載した事業ごとに記載してください。 

NO. 8 事業名 災害公営住宅整備事業（鹿島区） 事業番号 Ｄ－４－２ 

交付団体 南相馬市 事業実施主体（直接/間接） 南相馬市 

総交付対象事業費 1,665,141 千円 全体事業費 1,665,141 千円 

事業概要 

災害公営住宅 

鹿島区 

    候補地    構造               戸数    敷地面積 

（前回） 

西町地区   Ｗ平屋（戸建）          20 戸    約 0.38 ha 

西川原地区  Ｗ平屋（戸建）          20 戸    約 0.92 ha 

候補地調整中                  10 戸   

（今回） 

西町地区   ＲＣ３階             30 戸    約 0.38 ha 

西川原地区  Ｗ２階建（戸建）         30 戸    約 0.92 ha 

候補地調整中                  10 戸   

     （変更点） 

西町地区   Ｗ平屋（戸建）→ＲＣ３階     20 戸→30戸 

西川原地区  Ｗ平屋（戸建）→Ｗ２階建（戸建） 20 戸→30戸    

※西町地区、西川原地区への入居希望が多く寄せられたが、敷地面積が限られているた

め、構造を変更することにより対応する。 

＜南相馬市復興計画 31 頁＞ 

○復興住宅の整備 

・震災により被災した市民のうち、自力での住宅再建が困難な世帯を対象とした災害公営住宅を整

備します。 

※当該事業を復興ビジョン、復興計画、復興プラン等に位置付けている場合は、該当箇所及び概要も記載してください 

当面の事業概要 

用地取得      平成 24 年度 

概略設計・実施設計 平成 24 年度 

住民説明      平成 24 年度 

造成工事・建築工事 平成 24～25 年度 

東日本大震災の被害との関係 

東日本大震災で 1,180 戸あまりが家屋の流失または全壊したが、今後住宅再建が困難な方を対象に

災害公営住宅を整備し、住宅困窮者を軽減させる。 

関連する災害復旧事業の概要 

 

※効果促進事業等である場合には以下の欄を記載。 

関連する基幹事業 

事業番号  

事業名  

交付団体  

基幹事業との関連性 

 

 



 

（様式１－３） 

南相馬市復興交付金事業計画 復興交付金事業等個票 

平成２４年１１月時点 

※本様式は１－２に記載した事業ごとに記載してください。 

NO. 10・11 事業名 防災集団移転促進事業（鹿島区） 事業番号 D－23－1 

交付団体 南相馬市 事業実施主体（直接/間接） 南相馬市（直接） 

総交付対象事業費 7,479,990（千円） 全体事業費 7,739,827（千円） 

事業概要 

防災集団移転事業として、以下の内容を整備する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※行政区との協議、移転希望者の意見、土地所有者との交渉により、住宅団地候補地に変更が生じました。 

 

＜南相馬市復興計画 31・32 頁＞ 

○住宅再建の支援 

・震災により被災した市民については、災害救助法による住宅修理のための補助や集団移転事業により住

宅再建の支援を行います。 

○帰還後のコミュニティの再生（集会所整備、地域活動の支援） 

・地域の活動拠点となる集会所施設整備やまちづくり委員会の運営を支援し、市民自らが積極的かつ主体

的に復興に取り組み、地域課題を解決できるまちづくりを推進します。 

※ 当該事業を復興ビジョン、復興計画、復興プラン等に位置付けている場合は、該当箇所及び概要も記載してくださ

い 

 

 

 

【鹿島区概要】 

住宅団地の内訳 

約 12.889ha      13 地区 166 戸 

(1)南海老住宅団地      11 戸 

(2)北海老住宅団地      17 戸 

(3)南屋形住宅団地          9 戸 

(4)北右田住宅団地           5 戸 

(5)鹿島(1)住宅団地          6 戸 

(6)鹿島(2)住宅団地          7 戸 

(7)寺内住宅団地            59 戸 

(8)上寺内(1)住宅団地    15 戸 

(9)上寺内(2)住宅団地     6 戸 

(10)上寺内(3)住宅団地    5 戸 

(11)大内住宅団地         7 戸 

(12)烏崎住宅団地         6 戸 

(13)金沢住宅団地        13 戸 

移転促進区域の内訳 

6 地区  377 戸 

(1)港・北海老地区     47 戸 

(2)南海老地区         92 戸 

(3)北右田地区       56 戸 

(4)南右田地区       85 戸 

(5)大内地区        27 戸 

(6)烏崎地区        70 戸 

【参考－全体概要】 

○移転先 

      当初計画    8/6 事業計画公表 

鹿島区  8 地区(215 戸) → 13 地区(166 戸) 

原町区 10 地区(321 戸) → 15 地区(187 戸) 

小高区  9 地区(75 戸)  →  8 地区(52 戸)  

合 計 27 地区(611 戸） → 36 地区(405 戸) 

   

○移転元 948 世帯(8/6 事業計画公表変更無し) 

 鹿島区移転促進区域  6 地区 

 原町区移転促進区域 11 地区 

 小高区移転促進区域  7 地区 

  

○事業費  

当初計画     8/6 事業計画公表 

 218 億円    →   198 億円 



 

当面の事業概要 

＜平成 24 年度＞ 

・実施設計 

・住宅団地工事 

・移転元移転先用地買収 

＜平成 25 年度＞ 

・住宅団地工事 

・移転元移転先用地買収 

・移転者補助金申請 

東日本大震災の被害との関係 

東日本大震災の津波により、1162 世帯が全壊した。特に甚大な被害を受けた沿岸部については、災害危険

区域を指定し、市民の運命・健康及び財産の保護を図る。 

このため、災害危険区域には住宅を排除し、新たに安全な宅地を整備する方向で住宅再建を行う。併せて、

集団移転先の市民生活コミュニティの生活化を図るため集会施設を整備する。 

※区域の被害状況も記載して下さい。 

関連する災害復旧事業の概要 

 

※効果促進事業等である場合には以下の欄を記載。 

関連する基幹事業 

事業番号  

事業名  

交付団体  

基幹事業との関連性 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

（様式１－３） 

南相馬市復興交付金事業計画 復興交付金事業等個票 

平成２４年１１月時点 

※本様式は１－２に記載した事業ごとに記載してください。 

NO. 12・13 事業名 防災集団移転促進事業（原町区） 事業番号 D－23－2 

交付団体 南相馬市 事業実施主体（直接/間接） 南相馬市（直接） 

総交付対象事業費 9,125,050（千円） 全体事業費 9,260,867（千円） 

事業概要 

防災集団移転事業として、以下の内容を整備する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※行政区との協議、移転希望者の意見、土地所有者との交渉により、住宅団地候補地に変更が生じました。 

 

＜南相馬市復興計画 31・32 頁＞ 

○住宅再建の支援 

・震災により被災した市民については、災害救助法による住宅修理のための補助や集団移転事業により住

【原町区概要】 

住宅団地の内訳 

約 15.072ha    15 地区  187 戸 

(1)北泉住宅団地        10 戸 

(2)泉住宅団地          5 戸 

(3)上高平住宅団地        7 戸 

(4)小川町住宅団地       30 戸 

(5)日の出町住宅団地     13 戸 

(6)上渋佐住宅団地       39 戸 

(7)萱浜(1)住宅団地      16 戸 

(8)萱浜(2)住宅団地     17 戸   

(9)萱浜(3)住宅団地       5 戸 

 (10)雫(1)住宅団地       5 戸 

(11)雫(2)住宅団地        6 戸 

(12)大木戸住宅団地       6 戸 

(13)小浜住宅団地         7 戸 

(14)江井住宅団地       5 戸 

(15)小沢住宅団地       16 戸 

移転促進区域の内訳 

          11 地区 470 戸 

(1)金沢地区         27 戸 

(2)北泉地区         25 戸 

(3)泉地区          22 戸 

(4)上渋佐地区         33 戸 

(5)下渋佐地区        105 戸 

(6)北萱浜地区      99 戸 

(7)萱浜地区         61 戸 

(8)雫地区        34 戸 

(9)小浜地区         20 戸 

(10)江井・下江井・ 

堤谷地区 10 戸 

(11)小沢地区       34 戸 

 

【参考－全体概要】 

○移転先 

      当初計画    8/6 事業計画公表 

鹿島区  8 地区(215 戸) → 13 地区(166 戸) 

原町区 10 地区(321 戸) → 15 地区(187 戸) 

小高区  9 地区(75 戸)  →  8 地区(52 戸)  

合 計 27 地区(611 戸） → 36 地区(405 戸) 

   

○移転元 948 世帯(8/6 事業計画公表変更無し) 

 鹿島区移転促進区域  6 地区 

 原町区移転促進区域 11 地区 

 小高区移転促進区域  7 地区 

  

○事業費  

当初計画     8/6 事業計画公表 

 218 億円    →   198 億円 



 

宅再建の支援を行います。 

○帰還後のコミュニティの再生（集会所整備、地域活動の支援） 

・地域の活動拠点となる集会所施設整備やまちづくり委員会の運営を支援し、市民自らが積極的かつ主体

的に復興に取り組み、地域課題を解決できるまちづくりを推進します。 

※ 当該事業を復興ビジョン、復興計画、復興プラン等に位置付けている場合は、該当箇所及び概要も記載してくださ

い 

当面の事業概要 

＜平成 24 年度＞ 

＜旧警戒区域外＞        ＜旧警戒区域内＞ 

・実施設計           ・基本設計・測量 

・住宅団地工事         ・移転元移転先用地買収 

・移転元移転先用地買収 

＜平成 25 年度＞ 

＜旧警戒区域外＞        ＜旧警戒区域内＞ 

・住宅団地工事         ・実施設計 

・移転元移転先用地買収     ・住宅団地工事 

・移転者補助金申請       ・移転元移転先用地買収 

                ・移転者補助金申請 

東日本大震災の被害との関係 

東日本大震災の津波により、1162 世帯が全壊した。特に甚大な被害を受けた沿岸部については、災害危険

区域を指定し、市民の運命・健康及び財産の保護を図る。 

このため、災害危険区域には住宅を排除し、新たに安全な宅地を整備する方向で住宅再建を行う。併せて、

集団移転先の市民生活コミュニティの生活化を図るため集会施設を整備する。 

※区域の被害状況も記載して下さい。 

関連する災害復旧事業の概要 

 

※効果促進事業等である場合には以下の欄を記載。 

関連する基幹事業 

事業番号  

事業名  

交付団体  

基幹事業との関連性 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

（様式１－３） 

南相馬市復興交付金事業計画 復興交付金事業等個票 

平成２４年１１月時点 

※本様式は１－２に記載した事業ごとに記載してください。 

NO. １5 事業名 農山漁村地域復興基盤総合整備事業(復興整備実施計画) 事業番号 C-1-1 

交付団体 福島県 事業実施主体（直接/間接） 福島県 

総交付対象事業費 128,075（千円） 全体事業費 128,075（千円） 

事業概要 

津波被害を受けた沿岸部の農業の復興を図るため、ほ場の大区画化等による農業生産性の

向上及び担い手への農地集積を促進し、効率的かつ安定的な農業経営の確立を目指す。この

ため、ほ場整備事業実施に必要な事業計画書を作成及び経済効果算定を行う。 

ハード事業は、農山漁村地域復興基盤総合整備事業（農地整備事業）を予定。 

当初は 581ha にて実施計画を策定していたが、調査を進めるにあたり、追加編入要望があ

り、追加編入について地元合意形成が図られたことから、実施計画策定面積を 796ha に変更

したい。 

また、原町東地区（旧 大甕東部地区）の水源施設である渋佐堰が津波による被災を受け

ており、上流に位置する西殿堰との合口を含めた検討を追加したい。 

 面積 金額  

当初計画 581ha 104,600 千円   

変更計画 796ha 

(1 式) 

116,075 千円  

12,000 千円   

増 減 215ha 増 23,475 千円増  

 

受益面積 A=７９６ha（右田他 2地区） 

 

 なお、地元合意形成を図る過程で、地区名が変更となっている。 

  ○右田地区  →  右田・海老地区 

  ○真野地区（地区名変更無し） 

  ○大甕東部地区  →  原町東地区 

 

【南相馬市復興計画の記載】 

主要施策３(経済復興)－基本施策 3-1(産業の再生)－主な方策(農林水産業への支援) 

 被災農地の大区画化と利用集積を進め、経営主体の生産法人化による大規模経営と農業

経営の複合化の推進を図る。 

【福島県復興計画の記載】 

（３）新たな時代をリードする産業の創出 

④ 産業の再生・発展に向けた基盤づくり 

    農業の持続的発展と農家が意欲とやりがいを持って営農できる環境を整えていく

ため、農用地の利用集積と一体となった農地整備事業をはじめとした農業農村整備事

業を推進する。 

当面の事業概要 

＜平成 24 年度＞ 実施計画策定 

＜平成 25 年度＞なし 

東日本大震災の被害との関係 

 東日本大震災の津波により、南相馬市沿岸部の約 2,300ｈａが浸水し、甚大な被害が発生

した。 

 地域農業の復興を図る上で、大規模経営など効率的営農を図る必要があることから、新た



 

な土地利用計画に基づくほ場整備を実施するための事業計画書作成及び経済効果算定を行

う。 

津波被災割合(津波被災ｴﾘｱ面積／地区面積)・・・1,209/1,229＝98％ 

（右田 504/504＝100％、真野 221/221＝100％、大甕東部 484/504＝96％） 

関連する災害復旧事業の概要 

 

※効果促進事業等である場合には以下の欄を記載。 

関連する基幹事業 

事業番号  

事業名  

交付団体  

基幹事業との関連性 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

（様式１－３） 

南相馬市復興交付金事業計画 復興交付金事業等個票 

平成２４年１１月時点 

※本様式は１－２に記載した事業ごとに記載してください。 

NO. 16 事業名 被災地域農業復興総合支援事業（農業用施設整備等） 事業番号 C-4-1 

交付団体 福島県 事業実施主体（直接/間接） 南相馬市（間接） 

総交付対象事業費 662,340（千円） 全体事業費 2,599,340（千円） 

事業概要 

地震津波等により被害を受けた農地、農業用施設等の除染・除塩や復旧事業を進めるとともに、農業者が、安全・安

心な農産物の生産・加工・販売ができる環境整備により、農業者の経営支援に取り組む。 

■農業用施設整備 

◇被災農家経営農業機械貸与支援事業 総事業費 2,599,340 千円 

  被災を受けた農業経営体に対するトラクター・コンバイン等の機械及び機械格納庫の設置を行い貸付する。 

機械及び施設等（トラクタ、コンバイン、乾燥調製施設、育苗施設） 405 台 

格納庫 12 ｹ所 

   H24：382,340 千円  H25：1,532,000 千円 H26：685,000 千円  

   

＜南相馬市復興計画 33 頁＞ 

○農林水産業への支援（農地の再整備、漁業関連施設の整備、生産法人化による産業の再建、経営の複合化、除塩） 

・地震や原発事故により被害を受けた農地、森林、農業用・漁業用施設などの除染･除塩事業や復旧事業を進めるととも

に、農林水産業者が安全･安心な農林水産物の生産･加工･販売ができるような環境整備により、農林水産業者の経営支

援に取り組みます。 

・被災農地の大区画化と利用集積を進め、経営主体の生産法人化による大規模経営と農業経営の複合化の促進を図りま

す。 

＜南相馬市復興計画 36 頁＞ 

○安定経営を目指した複合経営の促進（ＥＤＥＮ計画） 

・植物工場や花卉工場などを活用した農産物の生産、大規模化や複合化などによる農業経営の強化、加工･販売、エネル

ギー供給などを一体的に行う複合経営の促進により、農林水産業の再興、地域産業の活性化、通年雇用の実現を目指し

ます。 

 

※当該事業を復興ビジョン、復興計画、復興プラン等に位置付けている場合は、該当箇所及び概要も記載してください 

当面の事業概要 

＜平成 24 年度＞ 

 施設及び対象者選定の基準、関係例規の制定。 

 農地の復旧状況を考慮しながら、トラクター等耕起関連の機械を中心に整備する。 

 復興計画に基づいた、地域ごとの営農組織の整備 

＜平成 25 年度＞ 

 作付再開の状況を考慮しながら、播種、収穫乾燥調整機械の整備を図る。 

 複合経営化の促進のための園芸施設の整備 

東日本大震災の被害との関係 

地域の担い手となる農業者が、東日本大震災の津波被害により、園芸施設等農業用施設や機械・格納庫等の多くを喪

失したことに加え、新たな放射能被害に遭遇していることから農作物の風評被害に対抗した新作物栽培の振興を図る。 

 本事業を導入することで、復興交付金事業計画の「震災の被害からの復興に関する目標」に掲げられている「逆境を



 

飛躍に変える創造と活力ある経済復興」の達成を本市の基幹産業である農業再生を図ることで目指す。 

 被害状況 

  別紙事業概要のとおり 

※区域の被害状況も記載して下さい。 

関連する災害復旧事業の概要 

 

 

※効果促進事業等である場合には以下の欄を記載。 

関連する基幹事業 

事業番号  

事業名  

交付団体  

基幹事業との関連性 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

（様式１－３） 

南相馬市復興交付金事業計画 復興交付金事業等個票 

平成２４年１１月時点 

※本様式は１－２に記載した事業ごとに記載してください。 

NO. 17   事業名 
被災地域農業復興総合支援事業（効果促進事

業） 
事業番号 

◆C-4-1-1 

交付団体 南相馬市 事業実施主体（直接/間接） 南相馬市（直接） 

総交付対象事業費 60,492（千円） 全体事業費  97,873（千円） 

事業概要 

津波により被災した農業用施設の再整備や新たな取り組みにより生産された農産物を、最大限に

活用し復興に結びつけてゆく為に、新たな特産品開発・加工品開発を行うとともに、開発された産

品の販路開拓をする為に、企画・営業・販売の人材育成を併せて行う。このことにより農村の復興

はもとより、被災地域全体の産業の振興、雇用確保等による効果的な地域経済の復興を図る。 

 H24 委託料  23,111 千円（配分済） 

H25 委託料  37,381 千円 

 

＜南相馬市復興計画 33 頁＞ 

○農林水産業への支援（農地の再整備、漁業関連施設の整備、生産法人化による産業の再建、経営

の複合化、除塩） 

・地震や原発事故により被害を受けた農地、森林、農業用・漁業用施設などの除染･除塩事業や復

旧事業を進めるとともに、農林水産業者が安全・安心な農林水産物の生産・加工・販売ができる

ような環境整備により、農林水産業者の経営支援に取り組みます。 

 

＜南相馬市復興計画 36 頁＞ 

○安定経営を目指した複合経営の促進（ＥＤＥＮ計画） 

・植物工場や花卉工場などを活用した農産物の生産、大規模化や複合化などによる農業経営の強化、

加工・強化、エネルギー供給などを一体的に行う複合経営の促進により、農林水産業の再興、地

域産業の活性化、通年雇用の実現を目指す。 

 

※当該事業を復興ビジョン、復興計画、復興プラン等に位置付けている場合は、該当箇所及び概要も記載してください 

当面の事業概要 

H24 特産品開発・販路拡大等業務委託 

H25 特産品開発・販路拡大等業務委託 

東日本大震災の被害との関係 

津波により甚大な被害を受けて、約３割の農地が流失・湛水するとともに、その他、排水機場を

はじめ、ため池・排水路・農道など多くの施設が崩壊した。 

このことにより、当該産業の後継者が減少し農村の存続が危ぶまれている。 

 これを踏まえ、農業の環境整備を図るため実施する被災地域農業復興総合支援事業に合わせ、 

地域振興を図る産品開発、新たな販路の確保・開拓を目指し、被災した農業者等の雇用の確保を

図る。 

関連する災害復旧事業の概要 

 

※効果促進事業等である場合には以下の欄を記載。 



 

関連する基幹事業 

事業番号 C－4－1 

事業名 被災地域農業復興総合支援事業（農業用施設整備等） 

交付団体 南相馬市 

基幹事業との関連性 

基幹事業により再整備する農業用施設を最大限に利用する為に、加工品開発を含めた生産品目の

選定を進めるとともに、販路の開拓、営業、企画をする人材育成を併せて行う。このことにより農

作物の振興はもとより、被災地域全体の産業の振興、雇用確保等による効果的な地域経済の復興を

図る。 

 



 

（様式１－３） 

南相馬市復興交付金事業計画 復興交付金事業等個票 

平成２４年１１月時点 

※本様式は１－２に記載した事業ごとに記載してください。 

NO. 21 事業名 
道路事業（市街地相互の接続道路） 

高見町北萱浜線 
事業番号 Ｄ-1-1 

交付団体 南相馬市 事業実施主体（直接/間接） 南相馬市（直接） 

総交付対象事業費 144,000（千円） 全体事業費 162,000（千円） 

事業概要 

高台移転等に伴う道路整備 

・ 高見町北萱浜線 

Ｌ＝860ｍ，W=4.0(5.0)ｍ 

 

＜南相馬市復興計画 37 頁＞ 

○交通インフラの整備（常磐線の再開、常磐自動車道の開通、県道原町川俣線の改良、八木沢トン

ネルの早期建設） 

・常磐自動車道の早期開通やスマートインターの設置、常磐自動車道へのアクセス道、国道 6号及

び県道原町川俣線、原町・海老・相馬線、北泉・小高線、広野・小高線、相馬・浪江線などの整備

促進を関係機関へ要望するとともに、高速道路や国･県道と連携した道路ネットワークを確立する

ため、主要市道の改良等を推進します。 

 

 

※当該事業を復興ビジョン、復興計画、復興プラン等に位置付けている場合は、該当箇所及び概要も記載してください 

当面の事業概要 

＜平成 24 年度＞ 実施設計（配分） 

＜平成 25、26 年度＞ 用地買収、改良・舗装工事 

 

東日本大震災の被害との関係 

本路線の沿線には防災集団移転箇所および集落センターが点在していることから相互間を連絡す

る道路を構築し、震災前のように集落間のコミュニティが図れるようにする。 

また、迅速な避難および被災後の支援物資等の輸送路確保を図るためにも道路改良が必要である。 

 

関連する災害復旧事業の概要 

・被災地域については、農地災害復旧事業（原町東地区）を進めており本事業との調整を行ってい

る。 

 

※効果促進事業等である場合には以下の欄を記載。 

関連する基幹事業 

事業番号  

事業名  

交付団体  

基幹事業との関連性 

 

 

 

 

 



 

（様式１－３） 

南相馬市復興交付金事業計画 復興交付金事業等個票 

平成２４年１１月時点 

※本様式は１－２に記載した事業ごとに記載してください。 

NO. 23 事業名 道路事業（市街地相互の接続道路）（主）原町海老相馬線整備 事業番号 D-1-2 

交付団体 福島県 事業実施主体（直接/間接） 福島県（直接） 

総交付対象事業費 1,410,000（千円） 全体事業費 1,500,000（千円） 

事業概要 

本事業は、津波により壊滅的な被害を受けた相馬市孫目地区～南相馬市南海老地区間にお

いて計画されている「ほ場整備事業」（農山漁村地域復興基盤総合整備事業（復興整備実施

計画））と連携し、幹線道路の付け替えを行うものである。 

烏崎地区の防集移転地から真野川漁港周辺の平地部を経由し、南海老地区の防集移転地を

結び、相馬市蒲庭地区へ続く移転後の集落を相互に結ぶルートで BP 区間と現道活用区間の

２工区にて計画している。 

現道は沿岸部を南北に結ぶ幹線道路であったが、北側のＢＰ区間は沿岸部に海岸防災林

（農林水産省事業）が計画され、現形復旧が不可能となることより、隣接する農地にてほ場

整備事業（農山漁村地域復興基盤総合整備事業（復興整備実施計画））エリア内に非農用地

設定を行い、新たなルートで道路付け替えを実施するものである。南側の現道活用区間は、

地盤沈下分を嵩上げする盛土構造として整備するものである。 

また、この道路整備は、海岸防災林（林野庁事業）と一体的に整備することにより内陸部

の既存部落の浸水被害を減少させる「二線堤」としての役割もあり、防災集団移転規模の縮

小に寄与し、現地再建を可能にする効果を有している。 

現在、ほ場整備事業との事業調整中であり、本年より測量及び調査・設計に着手したいと

考えている。 

本路線は南相馬市復興計画にて「復興にかかるインフラ整備」の位置付けとなっており地

域住民の期待も高く、早期完成が望まれている路線である。 

（道路延長等） ・延長 L=約 3.5km W=6.0（10.0）m 

 

＜南相馬市復興計画 38 頁＞ 

○交通インフラの整備参照 

 

※当該事業を復興ビジョン、復興計画、復興プラン等に位置付けている場合は、該当箇所及び概要も記載してください 

当面の事業概要 

＜平成 24 年度＞測量、調査、設計 

＜平成 25 年度＞用地買収と一部工事に着手予定 

東日本大震災の被害との関係 

現道の原町海老相馬線は、沿岸部の部落間を結ぶ生活幹線道路であったが、集落の痕跡は

跡形もなく、すべて津波で流出し、南海老地区及び烏崎地区は津波により全壊となった。そ

のため防災集団移転事業により高台移転を計画している。 

また、この道路整備は海岸防災林と一体的に整備することにより内陸部の既存部落の浸水

被害を減少させる「二線堤」としての効果を有している。 

※区域の被害状況も記載して下さい。 

 

関連する災害復旧事業の概要 

被災区域内では海岸堤防及び農地災害等の災害復旧事業をそれぞれ進めており、本事業との

調整を行っている。 

 



 

※効果促進事業等である場合には以下の欄を記載。 

関連する基幹事業 

事業番号  

事業名 （なし） 

交付団体  

基幹事業との関連性 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

（様式１－３） 

南相馬市復興交付金事業計画 復興交付金事業等個票 

平成２４年１１月時点 

※本様式は１－２に記載した事業ごとに記載してください。 

NO. 24 事業名 道路事業（市街地相互の接続道路）（一）北泉小高線整備 事業番号 D-1-3 

交付団体 福島県 事業実施主体（直接/間接） 福島県（直接） 

総交付対象事業費 1,350,000（千円） 全体事業費 1,500,000（千円） 

事業概要 

本事業は、津波により壊滅的な被害を受けた南相馬市下
しも

渋
しぶ

佐
さ

地区と雫
しどけ

地区間において計

画されている「ほ場整備事業」（農山漁村地域復興基盤総合整備事業（復興整備実施計画））

と連携し、幹線道路の付け替えを行うものである。 

下渋
しもしぶ

佐
さ

地区の防集移転地から平地部を経由し、雫
しどけ

地区の防集移転地へ続く移転後の集落

を相互に結ぶルートで現道部を最大限に活用する計画としている。 

現道は沿岸部を南北に結ぶ幹線道路であったが、北部は新たに工業団地の立地が計画され

ているため、その土地利用状況に合わせた縦断計画（盛土構造）とし、南部については沿岸

部に海岸防災林（農林水産省事業）計画エリアになることより現形復旧が不可能となること

から、一体的に隣接するほ場整備エリア内に非農用地設定を行い、新たなルートで道路付け

替えを実施するものである。 

この道路整備は海岸防災林（林野庁事業）と一体的に整備することにより内陸部の既存部

落の浸水被害を減少させる「二線堤」としての役割もあり、防災集団移転の移転規模の縮小

に寄与し、現地再建を可能にする効果を有している。 

現在、ほ場整備事業との事業調整中であり、本年より測量及び調査・設計に着手したいと

考えている。 

本路線は南相馬市復興計画にて「復興にかかるインフラ整備」の位置付けとなっており地

域住民の期待も高く、早期完成が望まれている路線である。 

（道路延長等） ・L=約 3.5km W=6.0（10.0）m 

 

＜南相馬市復興計画 38 頁＞○交通インフラの整備参照 

※当該事業を復興ビジョン、復興計画、復興プラン等に位置付けている場合は、該当箇所及び概要も記載してください 

当面の事業概要 

＜平成 24 年度＞測量、調査、設計 

＜平成 25 年度＞用地買収と一部工事に着手予定 

 

東日本大震災の被害との関係 

現道の北泉小高線は、沿岸部の部落間を結ぶ生活幹線道路であったが、集落の痕跡は跡形

もなく、すべて津波で流出し、全壊となった。そのため防災集団移転事業により高台移転を

計画している。 

また、海岸防災林と本路線を一体的に整備することにより既存部落の浸水被害を減少させ

る「二線堤」としての効果を有している。 

 

※区域の被害状況も記載して下さい。 

関連する災害復旧事業の概要 

被災区域内では海岸堤防及び農地災害等の災害復旧事業をそれぞれ進めており、本事業との

調整を行っている。 

 



 

※効果促進事業等である場合には以下の欄を記載。 

関連する基幹事業 

事業番号  

事業名 （なし） 

交付団体  

基幹事業との関連性 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

（様式１－３） 

南相馬市復興交付金事業計画 復興交付金事業等個票 

平成２４年１１月時点 

※本様式は１－２に記載した事業ごとに記載してください。 

NO. 27 事業名 復興作業支援事業 事業番号 ◆D-23-1-1 

交付団体 南相馬市 事業実施主体（直接/間接） 南相馬市（直接） 

総交付対象事業費 250,000（千円） 全体事業費 250,000（千円） 

事業概要 

東日本大震災による被害からの復旧・復興を促進するため、不足している復旧・復興に従事する

者等の住宅について、民間事業者による整備を促すため、負担軽減を図る支援を行う。 

 

○復興住宅施設建設促進事業（建設時支援） 

  集合住宅等整備費相当分として、1戸あたり建設費用の１０％を補助する。 

（上限額 500 千円） 

  事業費 

    Ｈ２４年度 500 千円×200 戸＝100,000 千円（配分済） 

Ｈ２４年度 500 千円×100 戸＝ 50,000 千円 

Ｈ２５年度 500 千円×200 戸＝100,000 千円 

 

  ※H２４年８月現在までの実績、及び相談の状況、除染作業の本格化などの復興・復旧に係

る動向を踏まえ今後の事業費を想定した。 

・H２４年度実績・見込み（H24.7～11 月） 

  申請件数  ６件      ６２戸   30,758 千円  

      申請見込（協議中） ７件 １７６戸   88,000 千円 

      合  計         ２３８戸  118,758 千円 

     

・Ｈ24 年度の申請件数を上記実績・見込みを含め３００戸と想定し、不足分を１００

戸とする。 

・Ｈ25 年度の件数を３００戸（１年）×約７割減≒２００戸 

 

＜南相馬市復興計画 34 頁＞ 

○雇用創出・確保（復旧復興に関する工事や事業に地元人材を雇用） 

・復旧復興に従事する作業員をはじめ、新たな市民の住宅を確保するなど、定住環境を整備すると

ともに、人材育成環境を整備します。 

 

※当該事業を復興ビジョン、復興計画、復興プラン等に位置付けている場合は、該当箇所及び概要も記載してください 

当面の事業概要 

＜平成 24 年度＞ 補助金交付 300 戸 

＜平成 25 年度＞ 補助金交付 200 戸 

  

東日本大震災の被害との関係 

東日本大震災及び福島第一原子力発電所事故の影響により、市内の住宅ストックが大きく減少

し、復旧・復興に従事する者等の宿泊施設の確保が困難になった。 

【震災等による住宅数の減少】 

 市内のアパート等の住宅数は震災前には約５，０００室（戸）程度であったが、震災及び津波被

害、原発事故の影響により主に警戒区域内などで１，０００室が活用できない状態となっている。 

【復興作業による住宅需要の増加】 



 

 沿岸部を中心とした津波被害の復旧復興作業や医療・福祉関連等の復旧が本格化する中で、以下

のような具体的な有宅需要増加の状況が発生している。 

 ・原町火力発電所の復旧工事に約３，０００人の作業員が必要になるが、このうち半数以上の人

員については宿泊場所が市内に無いため、福島市、仙台市などからバスでの送迎を行っている。 

・震災に起因する原発事故対応のうち、除染作業を実施する人員約１，０００人分の宿泊場所が

市内で確保できない。 

・住民帰還のための生活環境の整備には、医療・福祉関連施設の復旧が急務であり、その対応に

要する従事者の住宅の確保は困難となっている。 

 ・警戒区域の見直しなどが予定される中で、地域の住民感情としては「故郷の近くで住み、活動

したい」という声が多く聞かれ、この状況に対応することが地域の復旧復興を促進し、早期の

住民帰還にも結びつくことになると考えられるが、このことにより警戒区域に隣接した都市機

能を保有する本市に対する住宅需要増に繋がっている。 

  

関連する災害復旧事業の概要 

 

※効果促進事業等である場合には以下の欄を記載。 

関連する基幹事業 

事業番号 D-23-1 

事業名 防災集団移転促進事業 

交付団体 南相馬市 

基幹事業との関連性 

基幹事業である「防災集団移転」による新たな生活環境の構築を推進し「安心、安全なくらし」を

実現するためには、復旧復興に従事する者などの住宅を確保するとともに、集団移転による戸建

て住宅建設を希望しない市民や、新たな市民の定住環境を整備する必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

（様式１－３） 

南相馬市復興交付金事業計画 復興交付金事業等個票 

平成２４年１１月時点 

※本様式は１－２に記載した事業ごとに記載してください。 

NO. 29・40 事業名 防災集団移転促進事業（小高区） 事業番号 D－23－3 

交付団体 南相馬市 事業実施主体（直接/間接） 南相馬市（直接） 

総交付対象事業費 2,265,141（千円） 全体事業費 2,803,071（千円） 

事業概要 

防災集団移転事業として、以下の内容を整備する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

※行政区との協議、移転希望者の意見、土地所有者との交渉により、住宅団地候補地に変更が生じました。 

 

＜南相馬市復興計画 31・32 頁＞ 

○住宅再建の支援 

・震災により被災した市民については、災害救助法による住宅修理のための補助や集団移転事業により住

宅再建の支援を行います。 

○帰還後のコミュニティの再生（集会所整備、地域活動の支援） 

・地域の活動拠点となる集会所施設整備やまちづくり委員会の運営を支援し、市民自らが積極的かつ主体

的に復興に取り組み、地域課題を解決できるまちづくりを推進します。 

 

※ 当該事業を復興ビジョン、復興計画、復興プラン等に位置付けている場合は、該当箇所及び概要も記載してくださ

い 

 

 

 

【小高区概要】 

住宅団地の内訳 

約 5.162ha    8 地区  52 戸 

(1)塚原住宅団地      14 戸 

(2)小高住宅団地       5 戸 

(3)大井住宅団地       6 戸 

(4)岡田住宅団地        5 戸 

(5)福岡住宅団地        7 戸 

(6)角部内住宅団地      5 戸 

(7)蛯沢住宅団地        5 戸 

(8)浦尻住宅団地      5 戸 

 

移転促進区域の内訳 

   7 地区  101 戸 

 (1)塚原地区      19 戸 

(2)村上地区      31 戸 

(3)角部内地区     10 戸 

(4)井田川・下蛯沢地区 23 戸 

(5)浦尻地区       9 戸 

(6)下浦地区       9 戸 

【参考－全体概要】 

○移転先 

      当初計画    8/6 事業計画公表 

鹿島区  8 地区(215 戸) → 13 地区(166 戸) 

原町区 10 地区(321 戸) → 15 地区(187 戸) 

小高区  9 地区(75 戸)  →  8 地区(52 戸)  

合 計 27 地区(611 戸） → 36 地区(405 戸) 

   

○移転元 948 世帯(8/6 事業計画公表変更無し) 

 鹿島区移転促進区域  6 地区 

 原町区移転促進区域 11 地区 

 小高区移転促進区域  7 地区 

  

○事業費  

当初計画     8/6 事業計画公表 

 218 億円    →   198 億円 



 

当面の事業概要 

＜平成 24 年度＞ 

・基本設計・測量 

・移転元移転先用地買収 

＜平成 25 年度＞ 

・実施設計 

・住宅団地工事 

・移転元移転先用地買収 

・移転者補助金申請 

東日本大震災の被害との関係 

東日本大震災の津波により、1162 世帯が全壊した。特に甚大な被害を受けた沿岸部については、災害危険

区域を指定し、市民の運命・健康及び財産の保護を図る。 

このため、災害危険区域には住宅を排除し、新たに安全な宅地を整備する方向で住宅再建を行う。併せて、

集団移転先の市民生活コミュニティの生活化を図るため集会施設を整備する。 

※区域の被害状況も記載して下さい。 

関連する災害復旧事業の概要 

 

※効果促進事業等である場合には以下の欄を記載。 

関連する基幹事業 

事業番号  

事業名  

交付団体  

基幹事業との関連性 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

（様式１－３） 

南相馬市復興交付金事業計画 復興交付金事業等個票 

平成２４年１１月時点 

※本様式は１－２に記載した事業ごとに記載してください。 

NO. 31 事業名 道路事業（市街地相互の接続道路）2-8 号 事業番号 Ｄ-1-4 

交付団体 南相馬市 事業実施主体（直接/間接） 南相馬市（直接） 

総交付対象事業費 64,200（千円） 全体事業費 65,000（千円） 

事業概要 

◆ 道路事業（市街地相互の接続道路） 

・ 鹿島区２－８号線（南相馬市鹿島区八沢地区） 

Ｌ＝500ｍ，W=4.0(5.0)ｍ 

 

＜南相馬市復興計画 37 頁＞ 

○交通インフラの整備（常磐線の再開、常磐自動車道の開通、県道原町川俣線の改良、八木沢トン

ネルの早期建設） 

・常磐自動車道の早期開通やスマートインターの設置、常磐自動車道へのアクセス道、国道 6号及

び県道原町川俣線、原町・海老・相馬線、北泉・小高線、広野・小高線、相馬・浪江線などの整備

促進を関係機関へ要望するとともに、高速道路や国･県道と連携した道路ネットワークを確立する

ため、主要市道の改良等を推進します。 

 

※当該事業を復興ビジョン、復興計画、復興プラン等に位置付けている場合は、該当箇所及び概要も記載してください 

当面の事業概要 

＜平成 24 年度＞ 実施設計  

＜平成 25、26 年度＞ 用地買収、改良・舗装工事 

＜平成 27 年度＞ 用地買収(ほ場整備用地費清算) 

東日本大震災の被害との関係 

震災当日、津波により壊滅的な被害を受けたため接続道路が寸断され、各集落が孤立した経緯が

あり、避難および支援物資等を輸送するにも困難をきたした。 

また、この地区においては全体的に地盤沈下が生じており、潮の干満の差が大きい大潮及び大雨

時に冠水する危険がある。 

これらの経過を踏まえると、迅速な避難および被災後の支援物資等の輸送路を確保しつつ、最低

限の浸水被害を防ぐため道路の嵩上げ等改良が必要である。 

 

関連する災害復旧事業の概要 

・被災地域については、農地災害復旧事業を進めており本事業との調整を行っている。 

 

※効果促進事業等である場合には以下の欄を記載。 

関連する基幹事業 

事業番号  

事業名  

交付団体  

基幹事業との関連性 

 

 

 

 

 



 

（様式１－３） 

南相馬市復興交付金事業計画 復興交付金事業等個票 

平成２４年１１月時点 

※本様式は１－２に記載した事業ごとに記載してください。 

NO. 32 事業名 
住宅・建築物安全ストック形成事業 

（がけ地近接等危険住宅移転事業） 
事業番号 Ｄ-13-1 

交付団体 南相馬市 事業実施主体（直接/間接） 南相馬市（直接） 

総交付対象事業費 880,000（千円） 全体事業費 1,760,000（千円） 

事業概要 

○住宅、建築物安全ストック形成事業（がけ地近接等危険住宅移転事業） 

〔目的〕 

 がけ地の崩壊等により住民の生命に危険を及ぼすおそれのある区域(災害危険区域等)に 

 おいて危険住宅の移転を行う者に対して助成を行う 

〔内容〕  

対象要件: ①建築基準法第３９条第１項の規定に基づき指定した災害危険区域 

② 〃 第４０条の規定に基づき建築を制限した区域 

③土砂災害防止対策の推進に関する法律第 8条の規定に基づき福島県知事が 

       指定した土砂災害特別警戒区域 

  

 補助内容：①除却等費：危険住宅の除却等に要する費用(限度額：780 千円/戸) 

       ②建物助成費：危険住宅に代わる住宅の建設(購入)に要する資金を金融機関等 

        から借り入れた場合、当該借入金利子に相当する費用 

      (限度額：建物 4,440 千円、土地 2,060 千円、敷地造成 580 千円の計 7,080 千円/戸) 

〔対象戸数〕 

 ①Ｈ24.5.31 現在の意向調査による個人移転希望 214 件 回収率 66.2％である 

 ②津波被害を受けた土砂災害特別警戒区域内にある住戸 10 

    214＋10＝224 戸 

   ［事業費の算出］ 

  224 戸×7,860 千円=1,760,640≒1,760,000 千円 

 

※当該事業を復興ビジョン、復興計画、復興プラン等に位置付けている場合は、該当箇所及び概要も記載してください 

当面の事業概要 

＜平成 24 年度＞ 交付対象 56 件（配分済）  

＜平成 25 年度＞ 交付対象 56 件 

東日本大震災の被害との関係 

津波被害により甚大な被害を受けた地域について「災害危険区域」を設定し、その区域からの移

転として防災集団移転事業があるが、当制度の利用により個人移転をする方への助成が可能とな

る。 

関連する災害復旧事業の概要 

 

※効果促進事業等である場合には以下の欄を記載。 

関連する基幹事業 

事業番号  

事業名  

交付団体  

基幹事業との関連性 

 



 

（様式１－３） 

南相馬市復興交付金事業計画 復興交付金事業等個票 

平成２４年１１月時点 

※本様式は１－２に記載した事業ごとに記載してください。 

NO. 33 事業名 
低炭素社会対応型浄化槽等集中導入事業 

（南相馬市浄化槽設置整備復興事業） 
事業番号 E-1-1 

交付団体 南相馬市 事業実施主体（直接/間接） 南相馬市（直接） 

総交付対象事業費 137,862（千円） 全体事業費 256,680（千円） 

事業概要 

■移転等による住宅等再建支援 

 津波被害を受け災害危険区域外に移転する者に対し、住宅等の再建を支援するため、汚水を処理する

ための浄化槽の設置費用の一部を補助する。 

また、災害危険区域外において、地震・津波被害を受け、住宅等を再建する者に対しても同じく浄化

槽の設置費用の一部を補助する。加えて、住宅等の被害は少ないが、合併処理浄化槽のみが被災（浮上・

沈下・槽の破裂に伴う漏水）した為、浄化槽を入替する者に対しても設置費用の一部を補助する。 

 ①集団移転：２２９件、②個別移転：１７１件      ※移転アンケート回収率６６．２％ 

 ③地震被害による住宅等再建：８０件、④津波被害による住宅等再建：３６件 

 ⑤被災した浄化槽の入替：１００件（小高区分除く） 

 

■旧下水道地域浄化槽整備 

 津波被害により下水道施設が損壊し、下水道を復旧しない地域（下水道法第４条に基づく事業計画区

域外）でかつ災害危険区域外において下水道から浄化槽に転換する者に対し、浄化槽の設置費用の一部

を補助する。 

 浄化槽への転換：４件 

 

＜南相馬市復興計画 ２７項、３１項＞ 

○インフラの復旧・応急処置 上下水道施設の早期復旧    ○住宅再建の支援  

※当該事業を復興ビジョン、復興計画、復興プラン等に位置付けている場合は、該当箇所及び概要も記載してください 

当面の事業概要 

＜平成 24 年度＞ 

１０５件補助  事業費４１４千円×１０５件＝４３，４７０千円 

＜平成 25 年度＞ 

 ２２８件補助  事業費４１４千円×２２８件＝９４，３９２千円 

東日本大震災の被害との関係 

津波及び地震被害を受けた者の住宅再建支援として補助が必要である。また、損壊した下水道に替わり汚水を処

理する浄化槽整備のため補助が必要である。 

関連する災害復旧事業の概要 

防災集団移転促進事業 

※効果促進事業等である場合には以下の欄を記載。 

関連する基幹事業 

事業番号  

事業名  

交付団体  

基幹事業との関連性 

 

 

 



 

（様式１－３） 

南相馬市復興交付金事業計画 復興交付金事業等個票 
平成２４年１１月時点 

※本様式は１－２に記載した事業ごとに記載してください。 

NO. 35 事業名 罹災者住宅移転発掘調査事業 事業番号 A-4-4 

交付団体 南相馬市 事業実施主体（直接/間接） 南相馬市（直接） 

総交付対象事業費 ２４，０００（千円）  全体事業費 ５８，２００（千円） 

事業概要 

遺跡内における被災した個人の住宅再建に伴い、埋蔵文化財の有無、所在する場合の範囲及び性

質等を明らかにするため、試掘・確認調査を実施する。また、試掘・確認調査の結果、やむを得ず

埋蔵文化財を破壊することになった場合には、記録保存調査を実施する。 

 

○想定される総事業量 

・東日本大震災により半壊以上の被害を受けた住宅数のうち、公共事業による供給戸数を減じた

戸数は３０１件となり、 

・市内の住宅地における周知の埋蔵文化財包蔵地の面積の占める割合は、約１４．５％であるこ

とから、 

試掘・確認調査の対象は、301 件×14.5％≒44 件となる。 

・また、市内の過去の実績から試掘・確認調査のうち記録保存調査となる割合は、約２０％であ

るため 

記録保存調査件数は、44件×20％＝9件となる。 

 

○事業量想定 

現在の個人住宅建設等の問い合わせ状況から想定すると、試掘・確認調査は平成２５年度まで

に３０件、本発掘調査は３件が想定される。 

なお、本市における個人住宅の面積は５００㎡程度であり、試掘調査はその１０％を対象と

しており、平均的な㎡単価は、試掘調査６千円/㎡、本発掘調査１０千円/㎡である。 

よって、 

平成 25 年度の事業量は、 

試掘・確認調査は、30件×500 ㎡×0.1× 6 千円＝ 9,000 千円 

本発掘調査は、   3 件×500 ㎡     ×10 千円＝15,000 千円、となる。 

   

＜南相馬市復興計画 31 頁＞ 

○住宅再建の支援 

・震災により被災した市民については、災害救助法による住宅修理のための補助や集団移転事業に

より住宅再建の支援を行います。 

 

＜南相馬市復興計画 37 頁＞ 

○災害に強い都市基盤の整備（集団移転、防潮堤・防災林の整備、道路・河川堤防のかさ上げ等） 

・海岸部全延長の防潮堤の整備、河川堤防のかさ上げ、防災林の整備及び道路のかさ上げ等を行う

とともに、防災集団移転促進事業による災害危険区域外への移転を促進するなど、災害に強い都市

基盤の整備を図ります。 

 

当面の事業概要 

＜H25 年度＞ 試掘・確認調査３０件、本発掘調査３件 

 

東日本大震災の被害との関係 

本市の沿岸部は、東日本大震災による津波等により壊滅的な被害を受けたため、災害危険区域と



 

し、区域外への住宅移転を進めている。そのため、防災集団移転、災害公営住宅の建設及び個人で

の住宅移転など、新たな住宅地開発が行われることから、本事業による文化財調査が必要となって

いる。 

 

関連する災害復旧事業の概要 

 

 

 

※効果促進事業等である場合には以下の欄を記載。 

関連する基幹事業 

事業番号  

事業名  

交付団体  

基幹事業との関連性 

 

 



 

（様式１－３） 

南相馬市復興交付金事業計画 復興交付金事業等個票 

平成２４年１１月時点 

※本様式は１－２に記載した事業ごとに記載してください。 

NO. 36 事業名 出土遺物整理収蔵施設整備事業 事業番号 ◆A-4-3-1 

交付団体 南相馬市 事業実施主体（直接/間接） 南相馬市 

総交付対象事業費 101,492 千円 全体事業費 101,492 千円 

事業概要 

 埋蔵文化財発掘調査で出土する遺物等を整理･収蔵する施設を整備する。 

施設の規模･内容 

 整理作業棟 ３００㎡ 

  水洗室 １室、復元 １室、実測室 １室、撮影室 １室、記録資料保管室 １室、 

  事務休憩室 １室、トイレ等 

収蔵棟 ６００㎡ 棚を設置し、効果的な収蔵を行う。 

  現状の計算で、一般的なコンテナ（遺物収納箱） １，８００箱が収蔵可能 

  遺物出土量の想定 合計１，４５８箱と想定 

試掘調査 １箇所あたり２箱×８４箇所＝１６８箱 

   本調査  １箇所あたり２０箱×４８箇所＝９６０箱 

   犬這五畝田遺跡 ３３０箱 

 民間所有施設の取得 

  土地 １，２９２．２㎡ 

  建物   ５９６．５２㎡ 

（整理作業 ２階（３０３．０７㎡）、収蔵 １階（２９３．４５㎡）） 

 隣接民有地の取得 

  土地 １，１５２．０㎡、収蔵棟 新設 ３００㎡    

 

＜南相馬市復興計画 31 頁＞ 

○住宅再建の支援 

・震災により被災した市民については、災害救助法による住宅修理のための補助や集団移転事業に

より住宅再建の支援を行います。 

＜南相馬市復興計画 37 頁＞ 

○災害に強い都市基盤の整備（集団移転、防潮堤・防災林の整備、道路・河川堤防のかさ上げ等） 

・海岸部全延長の防潮堤の整備、河川堤防のかさ上げ、防災林の整備及び道路のかさ上げ等を行う

とともに、防災集団移転促進事業による災害危険区域外への移転を促進するなど、災害に強い都市

基盤の整備を図ります。 

 

※当該事業を復興ビジョン、復興計画、復興プラン等に位置付けている場合は、該当箇所及び概要も記載してください 

当面の事業概要 

平成 25 年度 用地・建物取得、収蔵棟の建築 

東日本大震災の被害との関係 

埋蔵文化財発掘調査により出土する遺物を整理する施設として、南相馬市は、生涯学習施設であ

る南相馬市文化センターの一部を利用して行っていた。東日本大震災の地震により、同センターが

損壊し、取り壊しをすることになり、発掘調査で出土する遺物を整理・収蔵する代替施設を別途整

備する必要がある。 

今後、高台移転等に伴う多くの発掘調査や、個人住宅等に伴う発掘調査などによって、大量に出

土することが確実な遺物を整理、収蔵する施設を整備することは、南相馬市の復興事業を促進する

上で必要不可欠な要件であることから、新たに埋蔵文化財の収蔵庫を確保するものである。 



 

関連する災害復旧事業の概要 

平成２４年度以降 

防災集団移転促進事業 調査箇所 33 箇所 

 小高区 諏訪原遺跡、大井地区、大井花輪遺跡、大井原遺跡、清信遺跡、杉平古墳群、 

飯崎舘跡、岡田地区、下岩崎横穴墓群、角部内南台遺跡、蛯沢地区、浦尻地区 

 鹿島区 大森遺跡、北海老地区、南屋形横穴墓群、烏崎地区、大内舘跡、南館下地区、 

八郎内遺跡、寺内地区、小池地区 

 原町区 金沢地区、小川町地区、泉地区、浦頭遺跡、原田遺跡、原山遺跡、萱浜地区、 

     雫地区、小浜地区、下江井Ａ地区、下江井Ｂ地区、小沢地区 

 

災害公営住宅整備事業 調査箇所 6 箇所 

 小高区 万ヶ迫地区、東町二丁目地区 

鹿島区 西川原地区、西町一丁目地区 

原町区 大町二丁目地区、大町三丁目地区 

 

平成２５年度以降 

民間事業 

 罹災者移転 調査箇所 試掘調査 44 箇所、本調査 9 箇所 

 

県施工高盛り土道路 

 原町区 犬這五畝田遺跡 

※効果促進事業等である場合には以下の欄を記載。 

関連する基幹事業 

事業番号 A-4-1 

事業名 埋蔵文化財発掘調査事業 

交付団体 市 

基幹事業との関連性 

 埋蔵文化財発掘調査は、現地調査後に、出土した遺物を整理し、発掘調査報告書を刊行し完了と

なる。 

 南相馬市においては、出土遺物を整理するための施設が、地震被害により取り壊しのため、確保

ができない。 

 したがって、大量に出土することが確実な遺物を整理し、収蔵する施設を整備しなければ、南相

馬市における復興事業に係る埋蔵文化財発掘調査の促進に大きな支障をきたすこととなる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

（様式１－３） 

南相馬市復興交付金事業計画 復興交付金事業等個票 

平成２４年１１月時点 

※本様式は１－２に記載した事業ごとに記載してください。 

NO. 37 事業名 道路事業（市街地相互の接続道路）萱浜雫線 事業番号 Ｄ-1-5 

交付団体 南相馬市 事業実施主体（直接/間接） 南相馬市（直接） 

総交付対象事業費 132,000（千円） 全体事業費 487,000（千円） 

事業概要 

本事業は、津波被害を受けた萱浜地区と雫地区から高台等へ移転する集落と集落を結ぶ接続道路

として整備する。現道は、幅員が狭く歩道が整備されていないが、今後、高台移転により移転前の

集落が分断され、当該道路沿線上に点在することや同じく沿線上に地域の集落センターがあること

から交通量の増加が見込まれ、安全な交通の確保ができないため、防災集団移転促進事業と合せて

拡幅等の道路改良を行う。 

 

市街地相互の接続道路 

・ 萱浜雫線 

Ｌ＝1,850ｍ，W=6.0(10.0)ｍ 

 

＜南相馬市復興計画 37 頁＞ 

○交通インフラの整備（常磐線の再開、常磐自動車道の開通、県道原町川俣線の改良、八木沢トン

ネルの早期建設） 

・常磐自動車道の早期開通やスマートインターの設置、常磐自動車道へのアクセス道、国道 6号及

び県道原町川俣線、原町・海老・相馬線、北泉・小高線、広野・小高線、相馬・浪江線などの整備

促進を関係機関へ要望するとともに、高速道路や国･県道と連携した道路ネットワークを確立する

ため、主要市道の改良等を推進します。 

 

※当該事業を復興ビジョン、復興計画、復興プラン等に位置付けている場合は、該当箇所及び概要も記載してください 

当面の事業概要 

＜平成 25 年度＞ 実施設計、用地買収、改良工事（※今回申請）  

＜平成 26、27 年度＞ 用地買収、改良・舗装工事 

 

東日本大震災の被害との関係 

本路線の沿線には防災集団移転箇所や個人での高台移転箇所が点在し、また、集落センターがあ

ることから交通量の増加が見込まれるため歩道を伴った道路を施し、集落間の交通安全を確保しな

がら震災前のようにコミュニティが図れるようにする。 

 

関連する災害復旧事業の概要 

・被災地域については、農地災害復旧事業（原町東地区）を進めており本事業との調整を行ってい

る。 

※効果促進事業等である場合には以下の欄を記載。 

関連する基幹事業 

事業番号  

事業名  

交付団体  

基幹事業との関連性 

 

 



 

（様式１－３） 

南相馬市復興交付金事業計画 復興交付金事業等個票 

平成２４年１１月時点 

※本様式は１－２に記載した事業ごとに記載してください。 

NO. 38 事業名 災害公営住宅家賃低廉化事業 事業番号 Ｄ－５－１ 

交付団体 南相馬市 事業実施主体（直接/間接） 南相馬市 

総交付対象事業費 27,124 千円 全体事業費 5,127,940 千円 

事業概要 

災害公営住宅の入居者の家賃負担を軽減するため、家賃の低廉化を実施する。 

対象           戸数 供用開始時期 事業費 

                      平成 25 年度  

（小高区） 

岡田地区 万ヶ迫団地 20 戸 平成 26年度     0 円  

東町地区 農協跡地外 20 戸 平成 26年度     0 円  

計          40 戸            0 円  

（鹿島区） 

西町地区       30 戸 平成 25年度   5,040 円  

西川原地区      30 戸 平成 25年度  16,884 千円  

候補地調整中     10 戸 平成 26年度     0 円  

計          70 戸        21,924 千円  

（原町区） 

大町地区（3箇所） 

旧市立病院跡地    50 戸 平成 25年度  5,200 千円  

大町駐車場      50 戸 平成 26年度     0 円  

〃        20 戸 平成 26年度     0 円  

候補地調整中     120 戸 平成 26年度     0 円  

計          240 戸         5,200 千円  

 

合計         350 戸        27,124 千円  

＜南相馬市復興計画 31 頁＞ 

○復興住宅の整備 

・震災により被災した市民のうち、自力での住宅再建が困難な世帯を対象とした災害公営住宅を整

備します。 

※当該事業を復興ビジョン、復興計画、復興プラン等に位置付けている場合は、該当箇所及び概要も記載してください 

当面の事業概要 

供用開始 

平成 25 年度 平成 26 年度  合計 

小高区     0 戸     40 戸  40 戸 

鹿島区    60 戸     10 戸  70 戸 

原町区    50 戸    190 戸 240 戸 

合計     110 戸    240 戸 350 戸 

東日本大震災の被害との関係 

東日本大震災で 1,180 戸あまりが家屋の流失または全壊したが、今後住宅再建が困難な方を対象に

災害公営住宅を整備し、住宅困窮者を軽減させる。 

関連する災害復旧事業の概要 

 

 



 

※効果促進事業等である場合には以下の欄を記載。 

関連する基幹事業 

事業番号  

事業名  

交付団体  

基幹事業との関連性 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

（様式１－３） 

南相馬市復興交付金事業計画 復興交付金事業等個票 

平成２４年１１月時点 

※本様式は１－２に記載した事業ごとに記載してください。 

NO. 39 事業名 東日本大震災特別家賃低減事業 事業番号 Ｄ－６－１ 

交付団体 南相馬市 事業実施主体（直接/間接） 南相馬市 

総交付対象事業費 5,824 千円 全体事業費 443,275 千円 

事業概要 

災害公営住宅の入居者の内、特に低所得な入居者の家賃負担を災害公営住宅家賃低廉事業よりも

さらに軽減するため、家賃の低減を実施する。 

対象           戸数 供用開始時期 事業費 

                      平成 25 年度  

（小高区） 

岡田地区 万ヶ迫団地 20 戸 平成 26年度     0 円  

東町地区 農協跡地外 20 戸 平成 26年度     0 円  

計          40 戸            0 円  

（鹿島区） 

西町地区       30 戸 平成 25年度   774 千円   

西川原地区      30 戸 平成 25年度  3,570 千円  

候補地調整中     10 戸 平成 26年度     0 円  

計          70 戸         4,344 千円  

（原町区） 

大町地区（3箇所） 

旧市立病院跡地    50 戸 平成 25年度  1,480 千円  

大町駐車場      50 戸 平成 26年度     0 円  

〃        20 戸 平成 26年度     0 円  

候補地調整中     120 戸 平成 26年度     0 円   

計          240 戸         1,480 千円   

 

合計         350 戸         5,824 千円  

＜南相馬市復興計画 31 頁＞ 

○復興住宅の整備 

・震災により被災した市民のうち、自力での住宅再建が困難な世帯を対象とした災害公営住宅を整

備します。 

※当該事業を復興ビジョン、復興計画、復興プラン等に位置付けている場合は、該当箇所及び概要も記載してください 

当面の事業概要 

供用開始 

平成 25 年度 平成 26 年度  合計 

小高区     0 戸     40 戸  40 戸 

鹿島区    60 戸     10 戸  70 戸 

原町区    50 戸    190 戸 240 戸 

合計    110 戸    240 戸 350 戸 

東日本大震災の被害との関係 

東日本大震災で 1,180 戸あまりが家屋の流失または全壊したが、今後住宅再建が困難な方を対象に

災害公営住宅を整備し、住宅困窮者を軽減させる。 

 

 



 

関連する災害復旧事業の概要 

 

※効果促進事業等である場合には以下の欄を記載。 

関連する基幹事業 

事業番号  

事業名  

交付団体  

基幹事業との関連性 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

（様式１－３） 

南相馬市復興交付金事業計画 復興交付金事業等個票 

平成２４年１１月時点 

※本様式は１－２に記載した事業ごとに記載してください。 

NO. 41 事業名 農山漁村地域復興基盤総合整備事業 

（漁港環境整備事業） 
事業番号 C-1-3 

交付団体 福島県 事業実施主体（直接/間接） 福島県 

総交付対象事業費 20,000（千円） 全体事業費 320,000（千円） 

事業概要 

東日本大震災の津波により、真野川漁港においては岸壁や防波堤等の漁港施設とともに、漁港区域内にあり、漁

業関係者の憩いの場所として利用されていた緑地等の環境施設も甚大な被害を被った。このため、漁業関係者をは

じめとした背後集落の復興にあわせ、漁港の緑地等を整備し、良好な漁港環境施設の復旧とともに安全な賑わいの

場の創出により、被災からの復興及び振興に寄与するものである。 

【真野川漁港 漁港環境施設・改修（緑地・便所・休憩所等） N=1 式】 

 

当面の事業概要 

＜平成 25 年度＞ 

測量・設計（広場、駐車場、通路、便所、植栽、その他施設設計） 

＜平成 26 年度＞ 

本工事（広場、駐車場、通路、植栽、その他施設工事） 

＜平成 27 年度＞ 

本工事（広場、駐車場、通路、便所、その他施設工事） 

東日本大震災の被害との関係 

東日本大震災での地震・津波により、前面の岸壁や防波堤の漁港施設はもとより、周辺の緑地や便所等の漁港環

境施設においても甚大な被害を被った。 

 

関連する災害復旧事業の概要 

①前面の岸壁・防波堤等の漁港施設 ：漁港災害復旧工事（県施工） 

②水産業共同利用施設：水産業共同利用施設復興整備事業(市施工) 

 

※効果促進事業等である場合には以下の欄を記載。 

関連する基幹事業 

事業番号  

事業名  

交付団体  

基幹事業との関連性 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

（様式１－３） 

南相馬市復興交付金事業計画 復興交付金事業等個票 

平成２４年１１月時点 

※本様式は１－２に記載した事業ごとに記載してください。 

NO. 42 事業名 農山漁村地域復興基盤総合整備事業（金沢・北泉） 事業番号 C-1-4 

交付団体 福島県 事業実施主体（直接/間接） 福島県 

総交付対象事業費 687,000（千円） 全体事業費 1,198,340（千円） 

事業概要 

津波被害を受けた沿岸部の農業の復興を図るため、ほ場の大区画化等による農業生産性の

向上及び担い手への農地集積を促進し、効率的かつ安定的な農業経営の確立を目指すため、

ほ場整備事業のハード事業を農山漁村地域復興基盤総合整備事業（農地整備事業）で実施す

る。    

受益面積 A=55ha 

 

【南相馬市復興計画の記載】 

主要施策３(経済復興)－基本施策 3-1(産業の再生)－主な方策(農林水産業への支援) 

 被災農地の大区画化と利用集積を進め、経営主体の生産法人化による大規模経営と農業

経営の複合化の推進を図る。 

【福島県復興計画の記載】 

（３）新たな時代をリードする産業の創出 

④ 産業の再生・発展に向けた基盤づくり 

農業の持続的発展と農家が意欲とやりがいを持って営農できる環境を整えていく

ため、農用地の利用集積と一体となった農地整備事業をはじめとした農業農村整備

事業を推進する。 

当面の事業概要 

＜平成 24年度＞ 

 実施設計、境界測量、換地業務 

＜平成 25年度＞ 

 実施設計、換地業務、用買・補償 

東日本大震災の被害との関係 

①東日本大震災により発生した津波により、南相馬市の沿岸部の約 2,300ha が浸水し、甚大

な被害が発生した。被害は、農地はもとより、道水路及び農林水産施設、住宅地などの広範

囲に及んでいる。 

②地震による地盤沈下(30～40 ㎝程度)により海水面との高低差が少なくなり、海岸沿線部

及び各河川沿線部の農地については、排水機能が著しく低下しており、かつ海水の湛水状態

が続いたことから塩害も著しく、また表土流出による地力低下もあり、営農再開が困難とな

っている。しかし、このような営農再開が困難な地域の農業者であっても営農継続を望む声

がある。 

③一方、津波により家屋のほか農業機械や設備が流されるなどの被害を受けたものの、この

機会に農地集積を進め、地域の農業を復興するとの意欲を持った農家もいる。 

④このため、大区画ほ場整備の実施により、意欲ある担い手に農地を集積し、収益性の高い

農業を展開することにより、地域農業の復興を図るものである。 

 

関連する災害復旧事業の概要 

農地・農業用施設・関連施設について災害査定実施済み。 

（農地面積 A=55ha、査定額 364,801 千円） 

津波被災割合(津波被災ｴﾘｱ面積／地区面積)・・・64／66＝97％ 



 

※効果促進事業等である場合には以下の欄を記載。 

関連する基幹事業 

事業番号  

事業名  

交付団体  

基幹事業との関連性 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


